
第１０ 成立要件

住民投票の成立要件として、投票資格者の一定数以上の投票率を定めている自治体がある。

これは、住民投票を実施しても一定の投票率に達しない場合、十分な民意を反映していないお

それがあることが、その理由とされている。

この項目では、成立要件を設けることの要否、設けた場合の要件等について検討する。

論点整理

１ 成立要件を設けるとする考え方

○ 投票結果については尊重義務が課されており、住民投票が成立するための基準を設ける必

要がある。投票者数が少ない投票結果に尊重義務を課することは、適切ではない。

○ 住民投票は、直接住民の意思を確認し、その総意を市政に反映するための制度である。投

票率が低い場合は、特定の団体等の考えのみに偏った投票結果が総意とみなされるおそれが

ある。

○ 一定数以上の投票による成立要件の設定は、投票結果に信頼性を持たせることができる。

 成立要件を設けるとした場合の成立要件

成立要件については、一定の投票率（投票者数／投票資格者総数）以上とする方法が一

般的である。この場合、投票資格者総数の４分の１から２分の１程度の投票率で規定する

ことが考えられる。成立要件を設けている自治体では、投票資格者総数の２分の１以上と

している例が多い。

成立要件を検討する場合には、特定の団体が自らの主張を成就するために住民投票を成

立させない方が望ましいと判断し、ボイコット運動を展開するおそれがあること等を踏ま

え、投票率を設定する必要がある。

 不成立の場合における結果の公表

成立要件を設けるとした場合、不成立であっても投票結果を公表することは、その取扱

いを巡り、混乱を生じる懸念がある。他方、投票したにもかかわらず投票結果が公表され

ないことは、知る権利を制約し、かつ、住民投票に対する期待感を喪失させるおそれがあ

るとも考えられる。

○ 不成立の場合にも投票結果を公表することにより、一定のボイコット運動の抑止効果が

検討内容

１ 成立要件を設けるとする考え方

２ 成立要件を設けないとする考え方



期待できる。

○ 不成立であるため尊重義務は生じないが、投票結果を公表することにより、判断に影響

を及ぼすおそれがある。

○ 結果を公表しない場合、一定の経費の節減が期待できる。

○ 投票結果が示されないことにより、住民投票に対する期待感が喪失するおそれがある。

○ 住民投票の実施には相当額の費用が発生しており、開票することが望ましい。

○ 知る権利を保障するため、市民に対して情報を公開する必要がある。

○ 不成立の場合には、位置付けを明確にした上で、投票結果が公表されることが望ましい。

※ 不成立の場合には、開票を行わないこととしている例が多い。開票を行わないというこ

とは結果を公表しないことと同じであると考えられるが、開票は行うが結果を公表しない

という方法も考えられる。

また、不成立の場合においても、開票を行うこととしている例もある。

２ 成立要件を設けないとする考え方

川崎市、大和市、岸和田市は、いずれも成立要件を設けていない。

○ 議会や市長は、諮問型住民投票の結果に法的に拘束されないため、成立要件を設ける必要

性は低い。

○ 住民投票は、投票率や賛成・反対の割合など、様々な結果を踏まえて尊重義務が果たされ

るため、成立要件は不要である。

○ 投票率に関わらず、投票結果は明らかにすべきである。

○ 高い成立要件を設けることは、住民投票の不成立を目的としたボイコット運動が行われる

おそれがあり、住民投票に対する期待感を失わせることとなる。これを回避するために、成

立要件を設けない方がよい。

参考資料

○ １０－１ 苫小牧市の選挙投票率（平成１５年～）

○ １０－２ 年齢別人口（平成２４年１０月３１日現在）

○ １０－３ 住民投票の成立要件等についての他市町村規定例
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住民投票の成立要件等についての他市町村規定例

○ 広島市住民投票条例（平成１５年条例第２号）（抄）

（住民投票の成立要件等）

第１２条 住民投票は、１の事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の

２分の１に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他

の作業は行わない。

２ 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。

○ 我孫子市市民投票条例（平成１６年条例第９号）（抄）

（投票結果の尊重）

第１４条 市民投票において、一の事案について投票した者の賛否いずれか過半数の結果が投

票資格者総数の３分の１以上に達したときは、市長、市議会及び市民は、市民投票の投票結

果を尊重しなければならない。

○ 上越市市民投票条例（平成２１年条例第５号）（抄）

（市民投票の成立要件等）

第１２条 市民投票は、一の市民投票に付された事項について投票した者の総数が当該市民投

票の投票資格者の総数の２分の１を満たしたときに成立する。

２ 選挙管理委員会は、市民投票が成立しない場合にあっても、市民投票の開票を行わなけれ

ばならない。

（開票結果の告示及び通知）

第１３条 選挙管理委員会は、開票を行ったときは、直ちにその結果を告示するとともに、市

長に通知しなければならない。

２ 市長は、前項の規定による通知があったときは、当該市民投票に係る請求代表者及び市議

会の議長にこれを通知しなければならない。

参考資料１０－３



○ 上越市市民投票条例逐条解説書 第１２条、第１３条関係（抜粋）

（第１２条関係）

【趣旨】

○ この条は、投票結果の信頼性と尊重義務を担保するため、投票の成立要件等を規定する

ものである。

【解釈・運用】

（第１項）

○ この項は、市民投票を実施するに当たって、一つの事項について投票した者の総数が投

票資格者数の２分の１以上になった場合に成立することを定めたものである。なお、「満

たした」とは「以上」という意味である。

○ 成立要件を設定したのは、市民投票制度は、アンケートとは違い、政策等の方向性を決

めるものであり、投票結果について信頼性を確保するために一定の基準が必要であること

によるものである。

○ 成立要件を「投票資格者の総数の２分の１」と設定したのは、投票資格者の少なくとも

半数以上が投票に参加したということをもって、投票に参加していない市民に対しても投

票結果に信頼性を持たせることを意図したものである。

（第２項）

○ この項は、開票事務を実施する選挙管理委員会に対して、投票率が２分の１に達したか

否かにかかわらず、市民投票の開票を行うことを義務付けたものである。

○ 開票を義務付けたのは、投票率２分の１未満であった場合であっても、投票結果につい

て市長の説明責任及び情報公開を全うする必要があるからである。

（第１３条関係）

【趣旨】

○ この条は、市民投票の結果等の告示と通知の手続について規定するものである。

【解釈・運用】

（第１項）

○ この項は、選挙管理委員会が、市民投票の投票後に開票したときに、直ちに告示し、市

長に通知することを義務付けたものである。

○ 「その結果」とは、開票した内容（投票率、投票の成立・不成立、賛成票・反対票の票

数及び比率等）をいう。

（第２項）

○ この項は、市長に対して、選挙管理委員会から開票結果について通知があった場合、請

求代表者及び市議会の議長に通知することを義務付けたものである。


